
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
管　

財　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

一

〇
事
務
所
の
所
在
地
等
を
確
知
で
き
な
い
宅
地
建
物
取
引
業
者 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

一

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

二

 
教
育
委
員
会

〇
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
証
書
の
交
付 

四

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表 

四

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
開
票
区
の
設
置 

四

〇
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
係
る
選
挙
人
名
簿
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
等 

四

〇
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
日 

五

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
記
載
所
の
名
簿
届
出
政
党
等
名
称

　

等
掲
示
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時 

五

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
等
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

五

 
規

則

　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号

　
　
　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
植
樹
」
の
下
に
「
又
は
電
気
事
業
者
に
よ

る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
以
下
「
発
電
設
備
」
と
い
う
。）
の
設
置
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

「
場
合
は
」
の
下
に
「
、
発
電
設
備
の
設
置
を
目
的
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
年
、
そ
の
他
に
あ
つ
て
は
」
を
加

え
る
。

　

第
二
十
七
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
電
設
備
の
設
置
を
目
的
と
す
る
貸
付
け
の
場
合
の
貸
付
料
の
額
は
、
知
事
が

県
の
施
策
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
相
当
の
額
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
号
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認
証
番
号

二
百

二
百
一

品　

目

ず
ん
だ
餅

漬
け
魚
介

藻
類

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

佐
々
木
み
さ
子

豊
屋
食
品
工
業
株
式
会

社代
表
取
締
役　

奥
津
弘

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

佐
々
木
み
さ
子

豊
屋
食
品
工
業
株
式
会

社

製
造
所
等
の
所
在
地

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
上
町
二
十

五柴
田
郡
柴
田
町
大
字
下
名
生
字
八

剣
二
十



　

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消

す
こ
と
が
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
商
号
又
は
名
称

　
　

良
品
住
宅
仙
台
合
同
会
社

二　

代
表
者
の
氏
名

　
　

吉
川　
　

潤

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
崎
市
三
本
木
南
谷
地
字
要
害
三
百
三
十
一
番
三　

サ
ン
ハ
イ
ツ
Ｂ－

一
〇
一

四　

免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
番
号

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日　

宮
城
県
知
事�
第
五
千
六
百
四
十
九
号

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
Ｗ
Ａ
Ｎ
用
端
末
装
置
等
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
情
報
管
理
課
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。　
　

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

第2412号　平成24年11月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
小
松
字
谷
地
百
九
十
五
番
一
及
び
百
九
十
六

番
の
各
一
部

　

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
百
二
十
三
番
地

 

大
江　
　

誠　
　
　
　
　
　
　
　



団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持

つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番

一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－

二
二
一－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
（
水
）
ま

で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

　

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
二
十

五
年
一
月
十
六
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
、
調
達
案
件
名
称
及
び
開
札
日
等
を
記
載
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留

郵
便
に
て
１
あ
て
必
着
の
こ
と
。
提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受

理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
（
木
）
午
前
十
時

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
契
約
期
間
全
体
の
賃
貸
借
料
の
総
額
を
記
載
す
る
こ

と
。
ま
た
、
契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下

同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免

税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
長
期
継
続
契
約
対
象
業

務
と
し
て
複
数
年
度
に
亘
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以

降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要
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教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

　

社
会
教
育
主
事
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
証
書
を
次
の
と
お
り
交
付
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　
�
　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
提

出
が
あ
っ
た
平
成
二
十
三
年
分
及
び
平
成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　

な
お
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
会
計
帳
簿
等
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
を
滅
失
又
は
紛
失
等
し
た
た
め
、
収
支

報
告
書
の
内
容
を
完
全
に
記
載
で
き
な
か
っ
た
政
治
団
体
は
、
自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党

宮
城
県
第
六
選
挙
区
支
部
、
政
経
研
究
会
「
藏
」、
み
な
と
塩
釜　

、
リ
ア
ス
・
未
来
の
会
、
阿
部
欽
一
郎
後
援
会
、

21

伊
藤
新
治
郎
後
援
会
、
臼
井
真
人
後
援
会
、
小
野
寺
五
典
後
援
会
、
小
野
寺
俊
朗
後
援
会
、
佐
藤
光
樹
後
援
会
連
合
会

及
び
佐
々
木
祐
助
後
援
会
の
十
二
団
体
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日

執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
数
開
票
区
を
設
置
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
九
号

　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
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認
定
番
号

三
三
四

氏　
　
　

名

赤　

間　

良　

悦

認

定

年

月

日

 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

交

付

年

月

日

 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

開　

票

区　

名

大
崎
市

第　

一

開
票
区

大
崎
市

第　

二

開
票
区

大
崎
市

第　

三

開
票
区

開
票
所
に
あ
て
よ
う
と
す
る
場
所

建
物
の
名
称

大
崎
市
古
川

総
合
体
育
館

大
崎
市
田
尻

勤
労
青
少
年

ホ
ー
ム

大
崎
市
岩
出

山
体
育
セ
ン

タ
ー

所　

在　

地

大
崎
市
古
川
旭

四
丁
目
五
番
二

号大
崎
市
田
尻
沼

部
字
富
岡
一
六

六
番
地

大
崎
市
岩
出
山

上
野
目
字
中
川

原
二
一
番
地
一

面　
　
　

積

一
、
八
三
七
㎡

二
二
六
・
二�

一
、
〇
二
六�

有　
権　
者　
数

八
四
、
一
八
〇
人

一
〇
、
〇
七
四
人

一
六
、
九
五
七
人

所　
属　
投　
票　
区

古
川
第
一
投
票
区
か
ら
古

川
第
三
八
投
票
区
ま
で
、

松
山
第
一
投
票
区
か
ら
松

山
第
六
投
票
区
ま
で
、
三

本
木
第
一
投
票
区
か
ら
三

本
木
第
八
投
票
区
ま
で
、

鹿
島
台
第
一
投
票
区
か
ら

鹿
島
台
第
一
二
投
票
区
ま

で田
尻
第
一
投
票
区
か
ら
田

尻
第
八
投
票
区
ま
で

岩
出
山
第
一
投
票
区
か
ら

岩
出
山
第
一
六
投
票
区
ま

で
、
鳴
子
第
一
投
票
区
か

ら
鳴
子
第
一
八
投
票
区
ま

で



一　

被
登
録
資
格
決
定
の
基
準
と
な
る
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
（
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
と
す
る
。）

二　

登
録
を
行
う
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

三　

縦
覧
に
供
す
る
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
号

　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
）
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
供
す
る
日
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

縦
覧
に
供
す
る
日　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
一
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
執
行

の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
所
内
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
は
次

の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

場　

所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁

二　

日　

時　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日　

午
後
五
時

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
11号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
24年

11月
30日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
　
間
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
24年

９
月
５
日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
24年

10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
県
税
事
務
所
に
対
す
る
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
の
指

導
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,860,958,201円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
6,264,265,839円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
8,125,224,040円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
3,279,835,756円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
6,091,954,199円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
9,371,789,955円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
東
日
本
大
震
災
の
影
響
か
ら
，
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
本
部
事
業
計
画
に
代
わ
る
「
県
税
滞
納
額
縮
減
方
針
」

を
作
成
し
，
震
災
に
よ
る
被
災
者
へ
の
配
慮
は
継
続
し
つ
つ
も
，
納
税
資
力
の
あ
る
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
原

則
と
し
て
従
来
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
差
押
中
心
の
滞
納
整
理
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
の
方
針
に
基
づ
き
，
各
県
税
事
務
所
に
縮
減
対
策
目
標
と
事
業
計
画
を
提
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
，
滞
納
整
理
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
，
定
期
的
に
税
務
課
へ
報
告
す
る
こ
と
と
し
，
税
務
課
に
お
い
て
も

引
き
続
き
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
指
導
，
助
言
を
行
っ
て
い
く
も
の
と
し
た
。

　
個
人
県
民
税
以
外
の
滞
納
額
は
着
実
に
縮
減
が
図
ら
れ
て
お
り
，
現
在
講
じ
て
い
る
対
策
を
継
続
し
て
実
施

し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
一
方
，
滞
納
額
が
累
積
す
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ま
で
の
徴
収
努
力
に
よ
り
滞
納
額
の
増
加
に
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歯
止
め
が
か
か
っ
た
。
今
後
は
さ
ら
な
る
縮
減
に
向
け
，
市
町
村
と
の
共
同
催
告
や
県
で
の
直
接
徴
収
及
び
地

方
税
徴
収
対
策
室
で
の
滞
納
整
理
を
強
化
す
る
ほ
か
，
平
成
25年

度
か
ら
の
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
一
斉
指

定
に
向
け
て
市
町
村
と
と
も
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
，
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
�
　
産
業
廃
棄
物
対
策
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
債
務
者
に
対
し
て
納

付
命
令
し
て
い
る
も
の
の
，
納
付
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

35,456,887円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

520,116,024円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

555,572,911円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

26,161,068円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

493,954,956円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

520,116,024円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
所
在
が
不
明
と
し
て
，
納
付
命
令
書
・
督
促
状
等
の
郵
便
物
が
返
戻
さ
れ
て
い
る
債
務
者
に
つ
い
て
は
，
公

示
送
達
に
よ
り
法
的
効
果
を
確
保
し
た
。
ま
た
，
債
務
者
の
住
所
確
認
調
査
を
継
続
し
て
実
施
す
る
と
と
も

に
，
現
地
調
査
に
よ
る
居
住
確
認
を
実
施
し
た
。

　
債
務
者
に
対
し
て
は
，
督
促
，
催
告
書
に
よ
る
差
押
予
告
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
，
差
押
え
等
を
前
提
と

し
た
財
産
調
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
債
務
者
を
直
接
訪
問
し
，
居
住
地
の
確
認
，
周
辺
の
聞
き
取
り
調
査
及

び
本
人
と
の
直
接
交
渉
等
を
行
っ
た
。

　
引
き
続
き
，
粘
り
強
く
債
務
者
に
納
付
を
促
す
交
渉
を
行
っ
て
い
く
ほ
か
，
資
産
調
査
や
所
在
調
査
を
継
続

し
て
実
施
す
る
。
ま
た
，
催
告
の
強
化
や
差
押
な
ど
の
強
制
徴
収
の
実
施
，
一
部
納
付
の
推
進
な
ど
に
よ
り
，

収
入
未
済
の
縮
減
を
図
っ
て
い
く
。

　
�
　
原
子
力
安
全
対
策
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
物
品
調
達
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
固
定
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等
の
購
入
に
つ
い
て
，議
会
の
議
決
を
得
る
べ
き
と
こ
ろ
，得
て
い
な
か
っ

た
も
の

　
　
　
　
　
・
予
定
価
格
 

86,749,950円

　
　
　
　
　
・
契
約
金
額
 

38,808,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
課
内
の
職
員
に
対
し
て
研
修
会
を
開
催
し
，
出
納
局
が
全
庁
的
な
再
発
防
止
策
と
し
て
講
じ
た
，
関
係
様
式

に
議
会
の
議
決
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
設
け
て
多
数
の
職
員
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
対
策
及
び
契

約
事
務
手
続
の
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

　
今
後
，
契
約
事
務
の
適
正
な
執
行
に
一
層
努
め
，
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
図
り
，
再
発
防
止
に
取
り
組
ん

で
い
く
。

　
�
　
保
健
福
祉
総
務
課
・
震
災
援
護
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
役
務
費
及
び
賃
借
料
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
応
急
仮
設
（
民
間
賃
貸
）
仮
設
住
宅
借
上
げ
に
係
る
家
賃
等
を
二
重
に
支
出
し
た
も
の

　
　
　
　
　
・
件
数
　
1,859件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
575,300,204円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
の
民
間
賃
貸
借
上
げ
住
宅
に
係
る
家
賃
等
の
支
出
デ
ー
タ
の
作
成
に
当
た
り
，
入
力

誤
り
が
あ
っ
た
た
め
二
重
の
支
出
が
発
生
し
た
。

　
支
出
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
い
る
「
民
間
賃
貸
住
宅
借
上
げ
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
内
容
の
再
点
検
等
を
実
施
し
，

シ
ス
テ
ム
上
の
錯
誤
な
ど
に
よ
る
誤
払
い
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
共
に
，
支
出
デ
ー
タ
作
成
時
の
チ
ェ
ッ

ク
体
制
を
強
化
し
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
�
　
子
育
て
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
同
違
約
金
及
び
児
童
保
護
費
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，

保
健
福
祉
事
務
所
，
児
童
相
談
所
に
対
す
る
収
納
促
進
の
指
導
徹
底
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
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・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
16,603,956円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
77,675,604円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
94,279,560円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
20,843,075円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
66,554,367円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
87,397,442円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
違
約
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

654,700円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,957,800円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,612,500円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

702,400円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,435,800円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,138,200円

　
　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,961,260円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,862,814円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
17,824,074円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,384,640円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,157,723円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
17,542,363円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

　
収
納
促
進
に
つ
い
て
は
，
滞
納
発
生
後
速
や
か
に
借
受
人
に
対
し
て
督
促
通
知
を
行
い
，
納
入
さ
れ
な
い

場
合
に
は
電
話
や
訪
問
等
に
よ
る
継
続
し
た
償
還
督
促
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
，
連
帯
保
証
人
へ
の
連
絡
や

償
還
請
求
も
併
せ
て
行
っ
て
い
る
ほ
か
，
借
受
人
の
生
活
状
況
に
応
じ
て
分
割
納
入
を
勧
め
る
な
ど
，
計
画

的
な
取
組
を
進
め
て
い
る
。

　
貸
付
に
際
し
て
は
，
各
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
い
て
借
受
人
と
の
面
談
や
返
済
計
画
の
実
効
性
の
確
認
な

ど
収
入
未
済
の
未
然
防
止
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
る
。

　
今
後
と
も
，
各
保
健
福
祉
事
務
所
と
収
入
未
済
縮
減
対
策
会
議
を
定
期
的
に
開
催
し
，
情
報
共
有
を
図
り

な
が
ら
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
新
規
に
措
置
入
所
す
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
，
納
入
義
務
者
に
対
し
て
，
負
担
金
納
入
に
つ
い
て
の
十
分

な
説
明
を
行
い
，
納
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
，
ま
た
，
生
活
困
窮
な
ど
に
よ
り
，

一
括
納
付
が
困
難
な
世
帯
に
対
し
て
は
，
分
割
納
入
を
指
導
し
完
済
す
る
よ
う
，
き
め
細
や
か
な
助
言
・
指

導
を
行
う
よ
う
児
童
相
談
所
へ
の
指
導
を
徹
底
し
て
い
く
。

　
今
後
と
も
，
各
児
童
相
談
所
と
の
連
携
を
常
に
密
に
し
て
情
報
収
集
し
共
有
化
に
努
め
，
適
切
な
事
務
処

理
の
実
施
や
収
入
促
進
対
策
と
収
入
未
済
の
発
生
防
止
対
策
を
継
続
的
に
実
行
し
て
い
く
。

　
�
　
障
害
福
祉
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
児
童
福
祉
費
（
扶
養
保
険
費
），
社
会
福
祉
費
（
第
二
啓
佑
学
園
），
児
童
福
祉
費
（
啓
佑
学
園
）
及
び
雑
入

（
扶
養
保
険
扶
助
費
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た

い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
児
童
福
祉
費
（
扶
養
保
険
費
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

735,290円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
11,713,760円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
12,449,050円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,631,510円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
11,434,870円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
13,066,380円

　
　
　
　
〇
社
会
福
祉
費
（
第
二
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,175,092円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

451,080円
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合
　
　
計
 

1,626,172円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,097,274円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

429,748円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,527,022円

　
　
　
　
〇
児
童
福
祉
費
（
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

280,577円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,431,987円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,712,564円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

429,320円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,328,854円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,758,174円

　
　
　
　
〇
雑
入
（
扶
養
保
険
扶
助
費
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

160,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

270,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

430,000円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

40,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

230,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

270,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
市
町
村
な
ど
関
係
機
関
と
連
携
し
未
納
者
の
家
庭
環
境
や
生
活
状
況
の
把
握
に
努
め
て
い
く
と
と
も
に
，
督

促
状
の
送
付
，
電
話
や
家
庭
訪
問
に
よ
る
督
促
回
数
を
増
や
す
な
ど
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。
特

に
収
入
未
済
が
多
い
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
の
掛
金
（
扶
養
保
険
費
）
の
未
納
者
に
つ
い
て
は
，
未
納
が

続
く
場
合
，
制
度
か
ら
脱
退
す
る
よ
う
促
し
て
い
く
。

　
ま
た
，
新
た
な
収
入
未
済
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
納
入
が
遅
れ
始
め
た
者
に
対
し
て
は
初
期
段
階
か
ら
電
話

等
に
よ
る
働
き
か
け
を
行
い
，
適
切
な
収
納
管
理
に
努
め
て
い
く
。

　
�
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
同
違
約
金
，
未
熟
児
療
育
費
負
担
金
及

び
過
誤
払
返
納
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
11,783,097円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,860,558円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
22,643,655円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,125,392円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,626,310円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,751,702円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,692,575円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
16,369,140円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
20,061,715円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,003,835円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,556,726円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
19,560,561円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
違
約
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

571,200円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

2,241,700円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,812,900円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

419,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,901,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,320,100円
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〇
未
熟
児
療
育
費
負
担
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

71,751円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

160,472円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

232,223円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

49,797円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

159,016円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

208,813円

　
　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

357,545円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

271,768円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

629,313円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

271,768円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

271,768円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
平
成
24年

５
月
に
債
権
区
分
の
見
直
し
及
び
縮
減
目
標
の
設
定
を
行
い
，
そ
れ
に
向
け
た
対
応
策
を
検
討

し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
11,324,521円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,508,287円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
21,832,808円

 
（
24年

９
月
末
現
在
）

　
　
　
　
（
具
体
的
な
対
応
）

�
　
生
活
保
護
受
給
中
の
世
帯
に
対
し
て
は
，
地
区
担
当
員
が
定
期
的
に
訪
問
を
行
っ
て
納
入
を
指
導
し

て
い
る
。
保
護
が
廃
止
と
な
っ
た
世
帯
へ
は
，
債
権
管
理
担
当
者
を
中
心
に
，
訪
問
や
電
話
に
よ
り
生

活
状
況
の
確
認
を
行
い
，
納
入
を
指
導
し
て
い
る
。

�
　
一
括
返
済
が
困
難
な
世
帯
に
対
し
て
は
，
履
行
延
期
特
約
申
請
に
よ
る
分
割
納
入
を
指
導
し
た
。

�
　
年
度
当
初
の
訪
問
時
及
び
新
規
開
始
時
に
，
被
保
護
者
に
対
し
収
入
申
告
及
び
返
還
の
義
務
等
に
つ

い
て
説
明
し
，
返
還
金
の
発
生
防
止
に
努
め
て
い
る
。

�
　
７
月
に
課
税
調
査
を
行
い
，
就
労
収
入
や
年
金
収
入
の
未
申
告
者
に
対
し
，
返
還
の
義
務
及
び
適
切

な
収
入
申
告
に
つ
い
て
指
導
し
た
。

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
債
務
者
の
償
還
状
況
を
把
握
し
，
所
内
の
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
対
策
会
議
」
を
開
催
し
，

個
々
の
状
況
に
応
じ
た
償
還
指
導
方
法
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
電
話
・
文
書
に
よ
る
督
促
の
ほ
か
，
自

宅
及
び
勤
務
先
の
訪
問
に
よ
る
生
活
状
況
に
応
じ
た
納
入
方
法
（
分
割
納
入
等
）
の
指
導
を
行
っ
た
。
ま
た
，

昨
年
度
に
引
き
続
き
訪
問
時
間
帯
を
夕
方
に
変
更
す
る
等
，
長
期
に
わ
た
り
面
会
で
き
な
か
っ
た
滞
納
者
も

含
め
て
償
還
指
導
を
行
っ
た
。

　
未
然
防
止
策
と
し
て
，
貸
付
申
請
が
あ
っ
た
場
合
，
借
受
人
，
連
帯
借
受
人
は
も
と
よ
り
，
連
帯
保
証
人

も
含
め
て
面
接
を
実
施
し
，
借
受
人
，
連
帯
借
受
人
が
返
済
で
き
な
い
場
合
は
，
連
帯
保
証
人
が
返
済
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
付
け
を
徹
底
し
た
。
ま
た
，
償
還
期
間
到
来
前
に
借
受
人
，
連
帯
借
受
人
と
面
接
を

実
施
し
，
改
め
て
償
還
に
つ
い
て
説
明
し
意
識
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
新
規
滞
納
の
防
止
に
努
め
る
と
と

も
に
，
滞
納
発
生
初
期
に
お
い
て
重
点
的
な
償
還
指
導
を
実
施
す
る
な
ど
滞
納
の
常
態
化
の
防
止
に
努
め

た
。

　
更
に
，
今
年
度
か
ら
は
，
就
学
資
金
滞
納
防
止
対
策
と
し
て
，
就
学
終
了
前
の
借
受
人
，
連
帯
借
受
人
と

面
接
を
実
施
し
，
生
活
・
就
学
状
況
や
就
職
の
予
定
等
を
把
握
し
，
来
年
度
か
ら
開
始
す
る
償
還
に
対
す
る

意
識
付
け
を
徹
底
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,522,188円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,830,253円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
18,352,441円

 
（
平
成
24年

９
月
末
現
在
）

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
違
約
金

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

571,200円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

2,205,700円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,776,900円

 
（
平
成
24年

９
月
末
現
在
）
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〇
未
熟
児
養
育
費
負
担
金

　
収
入
未
済
額
を
縮
減
す
る
対
策
と
し
て
，
文
書
及
び
電
話
（
８
回
）
に
よ
る
督
促
の
ほ
か
，
自
宅
訪
問
を

延
べ
４
回
実
施
し
た
。

　
訪
問
は
事
前
連
絡
無
し
で
実
施
し
，
滞
納
者
自
身
が
在
宅
し
た
場
合
に
は
本
人
へ
，
不
在
の
場
合
は
滞
納

者
の
親
族
（
父
母
等
）
に
事
情
を
説
明
し
納
入
を
促
し
た
。

　
し
か
し
，
滞
納
者
宅
を
直
接
訪
問
し
た
も
の
の
既
に
転
居
し
た
等
の
理
由
で
直
接
面
談
で
き
な
か
っ
た
滞

納
者
も
複
数
お
り
，
過
年
度
の
収
入
未
済
の
縮
減
が
進
ま
な
い
状
況
で
あ
る
。
今
後
も
，
収
入
未
済
額
縮
減

の
た
め
文
書
及
び
電
話
で
の
催
促
や
自
宅
訪
問
で
の
償
還
指
導
を
実
施
し
，
自
宅
訪
問
す
る
場
合
に
は
訪
問

時
間
を
夜
間
に
変
更
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
く
。

　
未
然
防
止
策
と
し
て
は
，
申
請
者
に
対
し
，
指
定
医
療
機
関
で
の
手
続
き
方
法
，
給
付
範
囲
，
自
己
負
担

額
の
納
入
方
法
，
納
入
通
知
書
の
発
送
時
期
等
詳
細
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
９
月
に
督
促
状
を
送
付
し
，
納
入
指
導
を
行
っ
た
が
，
一
括
返
納
と
な
っ
て
い
る
た
め
納
入
が
困
難
な
世

帯
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

　
生
活
保
護
受
給
中
の
世
帯
に
対
し
て
は
，
地
区
担
当
員
が
定
期
的
に
訪
問
を
行
っ
て
納
入
を
指
導
し
て
い

る
。
保
護
が
廃
止
と
な
っ
た
世
帯
へ
は
，
債
権
管
理
担
当
者
が
訪
問
や
電
話
に
よ
り
生
活
状
況
の
確
認
を
行

い
，
納
入
を
指
導
し
て
い
る
が
，
高
齢
や
収
入
減
と
な
り
現
在
の
生
活
維
持
が
や
っ
と
の
状
態
で
あ
る
世
帯

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
，
返
納
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

　
必
要
に
応
じ
て
，
適
正
な
収
入
申
告
及
び
過
払
が
あ
っ
た
際
の
返
納
の
義
務
等
に
つ
い
て
説
明
し
，
収
入

未
済
金
の
発
生
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
�
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
及
び
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，

収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,353,474円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
11,505,195円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
14,858,669円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,806,036円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,119,316円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,925,352円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

586,050円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,804,697円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,390,747円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,079,200円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,754,047円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,833,247円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
所
内
に
お
い
て
「
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
徴
収
金
等
納
入
事
務
実
施
要
領
」
を
定
め
，
所
長
を
座
長
と
す
る

「
未
収
債
権
回
収
対
策
検
討
会
議
」，
さ
ら
に
は
回
収
の
実
務
に
あ
た
る
所
内
横
断
的
組
織
で
あ
る
「
未
収
債

権
回
収
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
，
年
度
ご
と
の
縮
減
目
標
額
を
盛
り
込
ん
だ
取
組
方
針
に
基
づ
き
対
応
を
進
め
て

い
る
。

　
平
成
24年

度
の
取
組
と
し
て
は
，
検
討
会
議
に
お
い
て
困
難
ケ
ー
ス
へ
の
対
処
の
方
向
性
を
定
め
，
回
収

チ
ー
ム
を
中
心
に
家
庭
訪
問
や
電
話
・
文
書
で
の
督
促
等
を
繰
り
返
し
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
，
９
月
，
２
月

を
「
未
収
債
権
回
収
強
化
月
間
」
と
定
め
，
夜
間
訪
問
の
実
施
等
集
中
的
な
納
入
指
導
を
実
施
し
て
い
る
。

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
つ
い
て
は
，
被
保
護
者
に
対
し
，
収
入
の
速
や
か
な
申
告
に
つ
い
て
指
導
を
徹

底
す
る
と
と
も
に
，
毎
年
の
課
税
台
帳
照
合
調
査
等
に
よ
る
収
入
の
把
握
や
，
返
還
決
定
後
の
迅
速
か
つ
継
続

的
な
納
入
指
導
等
の
取
組
を
強
化
し
，
収
入
未
済
の
未
然
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
つ
い
て
は
，
貸
付
申
請
時
の
調
査
に
お
い
て
，
貸
付
要
件
の
検
討
に

加
え
て
償
還
計
画
の
妥
当
性
も
十
分
精
査
す
る
と
と
も
に
，
他
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
も
助
言
し
，
新
た
な
収

入
未
済
額
が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
。

　
�
　
観
光
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
等
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）
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〇
自
動
販
売
機
（
栗
駒
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
）

　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
自
動
販
売
機
設
置
敷
使
用
料
に
つ
い
て
，
12月

に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
53,760円

　
　
　
　
〇
上
記
の
貸
付
に
伴
う
光
熱
水
費

　
　
　
　
　
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
自
動
販
売
機
電
気
料
に
つ
い
て
，
６
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
40,730円

　
　
　
　
〇
電
柱
敷
地
等

　
　
　
　
　
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
電
柱
敷
地
等
使
用
料
に
つ
い
て
，
５
月
及
び
６
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
９
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
60,940円

　
　
　
　
〇
建
物
（
吹
上
高
原
セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス
）

　
　
　
　
　
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
建
物
使
用
料
に
つ
い
て
，
５
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
３
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
1,350,180円

　
　
　
　
〇
建
物
（
蔵
王
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
）

　
　
　
　
　
　
４
月
26日

に
調
定
す
べ
き
建
物
使
用
料
に
つ
い
て
，
５
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
４
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
8,461,050円

　
　
　
　
〇
上
記
の
貸
付
に
伴
う
光
熱
水
費

　
　
　
　
　
　
４
月
26日

に
調
定
す
べ
き
光
熱
水
費
相
当
額
に
つ
い
て
，
５
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
４
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
1,547,390円

　
　
　
　
〇
光
熱
水
費

　
　
　
　
　
　
４
月
28日

に
調
定
す
べ
き
公
衆
便
所
用
電
気
料
に
つ
い
て
，
５
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
14,520円

　
　
　
　
〇
什
器
（
蔵
王
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
）

　
　
　
　
　
　
４
月
27日

に
調
定
す
べ
き
什
器
貸
付
料
に
つ
い
て
，
５
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
451件

　
　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
2,229,050円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
震
災
後
の
災
害
復
旧
を
優
先
し
て
事
業
を
進
め
て
お
り
，
業
務
が
多
忙
に
な
っ
て
い
る
中
で
事
務
手
続
き
に

不
手
際
が
あ
っ
た
。

　
今
後
は
，
一
覧
表
等
を
作
成
し
，
適
切
な
事
務
処
理
の
進
捗
管
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
，
使
用
許
可

時
に
お
い
て
，
班
・
課
内
の
チ
ェ
ッ
ク
の
徹
底
（
一
覧
表
を
活
用
）
を
行
う
と
と
も
に
，
適
正
な
事
務
手
続
き

及
び
取
扱
を
行
う
よ
う
に
班
・
課
内
に
お
い
て
確
認
し
あ
い
，
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
く
。

　
�
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管

理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,280,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

16,388,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

20,668,000円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,804,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

12,354,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

17,158,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
は
，
債
務
者
（
連
帯
保
証
人
を
含
む
。）

へ
の
電
話
連
絡
や
訪
問
面
談
に
よ
り
生
活
実
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，
関
係
機
関
か
ら
必
要
な
情
報
を
得
て

納
入
の
指
導
を
行
う
こ
と
で
縮
減
を
図
っ
て
い
る
。

　
新
規
延
滞
者
は
発
生
し
て
い
な
い
が
，
長
期
延
滞
者
の
多
く
は
離
業
，
倒
産
に
よ
る
破
産
者
や
多
重
債
務
者

な
ど
で
収
入
も
乏
し
く
無
資
力
に
近
い
状
態
で
あ
り
，
ほ
ぼ
全
員
が
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
今
後
も
引
き

続
き
電
話
連
絡
と
訪
問
面
談
等
の
実
施
に
よ
り
，
少
額
で
も
可
能
な
限
り
償
還
を
促
し
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
に
努
め
て
い
く
。

　
�
　
住
宅
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
営
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
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切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
66,531,312円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
206,449,755円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
272,981,067円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
113,441,390円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
192,484,918円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
305,926,308円

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,631,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,769,700円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
15,400,700円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

9,671,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,402,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
19,073,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
平
成
23年

度
か
ら
25年

度
ま
で
を
「
滞
納
縮
減
重
点
取
組
推
進
期
間
」
と
し
て
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
平
成
23年

９
月
に
，
滞
納
家
賃
縮
減
策
の
検
討
機
関
と
し
て
，
有
識
者
を
中
心
に
組
織
す
る
「
県
営
住
宅
滞

納
家
賃
等
縮
減
推
進
委
員
会
」
を
設
置
し
，
課
題
分
析
と
対
応
策
の
検
討
を
行
っ
た
。

　
同
年
12月

，
同
委
員
会
か
ら
の
「
提
言
」
を
受
け
，「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
の
取
組
方
針
」
を

策
定
し
た
。

　
こ
の
取
組
方
針
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
滞
納
家
賃
等
の
縮
減
に
向
け
た
取
組
を

行
っ
て
い
る
。

　
　
　
〇
滞
納
者
ま
た
は
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
督
促
，
催
告
，
臨
戸
訪
問
の
強
化

　
当
課
と
管
理
代
行
者
（
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
）
が
連
携
し
て
滞
納
者
全
戸
の
訪
問
督
促
を
継
続
的
に
実

施
し
て
い
る
。

　
　
　
〇
生
活
保
護
受
給
者
の
代
理
納
付
制
度
利
用
の
徹
底

　
平
成
24年

９
月
現
在
，
９
機
関
（
県
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
市
社
会
福
祉
事
務
所
）
で
実
施
し
て
い
る
が
，

未
実
施
の
機
関
に
対
し
引
き
続
き
代
理
納
付
の
導
入
を
働
き
か
け
て
い
る
。

〇
入
居
資
格
要
件
に
「
県
税
，
県
営
住
宅
家
賃
等
の
滞
納
を
し
て
い
な
い
者
」
を
追
加
（
平
成
24年

４
月
１
日

か
ら
施
行
）

　
　
　
〇
明
渡
訴
訟
件
数
の
拡
大
等

　
　
　
　
　
平
成
24年

度
は
こ
れ
ま
で
の
倍
程
度
の
明
渡
訴
訟
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
・
平
成
23年

度
　
　
　
　
　
　
　
　
19件

実
施

　
　
　
　
　
・
平
成
24年

度
（
９
月
末
現
在
）　
17件

実
施
済

　
　
　
〇
多
様
な
納
付
手
段
の
導
入

　
　
　
　
　
平
成
24年

10月
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
納
付
を
導
入
し
た
。

　
�
　
契
約
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
物
品
調
達
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
議
会
の
議
決
を
得
る
べ
き
固
定
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等
の
購
入
に
つ
い
て
，
仮
契
約
を
締
結
し
て
い

な
か
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
・
予
定
価
格
 

86,749,950円

　
　
　
　
　
・
契
約
金
額
 

38,808,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
指
摘
さ
れ
た
事
項
の
再
発
防
止
の
た
め
，
関
係
様
式
に
議
会
の
議
決
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
設
け
て
多
数

の
職
員
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
会
計
事
務
担
当
職
員
研
修
会
等
を
通

じ
て
全
庁
的
に
事
務
の
周
知
を
図
っ
た
。

　
�
　
警
察
本
部

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
放
置
違
反
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切

な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
放
置
違
反
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額
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現
年
度
分
 

8,114,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
26,236,095円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
34,350,095円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
11,002,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
26,853,135円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
37,855,135円

　
　
　
　
〇
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

604,600円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,500,790円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,105,390円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

682,690円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

951,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,633,790円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
催
告
に
よ
る
自
主
納
付
の
促
進

　
督
促
期
限
後
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
催
促
状
及
び
財
産
差
押
予
告
通
知
書
の
送
付
，
電
話

や
臨
戸
訪
問
に
よ
る
催
告
を
強
化
し
，
自
主
納
付
を
促
し
た
。

　
　
　
〇
追
跡
調
査
に
よ
る
時
効
完
成
債
権
の
縮
減

　
車
両
使
用
者
の
所
在
不
明
や
車
両
転
売
に
よ
る
車
両
使
用
者
不
明
等
に
対
し
，
所
在
調
査
や
追
跡
調
査
を

行
い
，
自
主
納
付
を
促
し
，
時
効
完
成
と
な
る
債
権
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
〇
催
告
に
応
じ
な
い
滞
納
者
へ
の
対
応

　
再
三
の
催
告
に
応
じ
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
滞
納
処
分
に
移
行
し
た
。


